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余市町「二十歳のつどい」晴れやかに！

　記録的大雪のなか、１０４名が大人としての決意を新たに「二十歳のつどい」に出席。（１月７日・中央公民館）。
出席者には、余市紅志高校の生徒が町内のワイナリーで醸造に携わったワインが記念品として贈られました。
　式典の様子は次のページ、１４ページで。町公式ＬＩＮＥ、町ホームページでは写真をカラーでご覧いただけます。
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「二十歳のつどい」～余市町コレクション～
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計画（素案）に対する皆さんからのご意見を募集します
（パブリックコメント）

　問合せ　①農林水産課 農政振興係　☎２１－２１２３　②福祉課 福祉係　☎２１－２１２０

意見募集期間：①１月２９日（月）～２月２８日（水）　②２月１日（木）～３月４日（月）
意見提出者の要件：次のいずれかに該当する方とします。
　・町内に住所を有する方　　・町内に会社、事業所等を有する方　　・町内に通勤・通学している方　
　・町に納税されている方　　・意見を募集する案件に利害関係がある方
意見提出方法：
　備え付けの「意見用紙」またはこれに準じた様式に住所および氏名（法人・団体の場合は所在地、名称、代
表者の氏名）を明記のうえ、
・郵送　〒０４６－８５４６　余市町朝日町２６番地 
　　　　　　　　　　　　　　①余市町役場　農林水産課　宛　②余市町役場　福祉課　宛
・電子メール　メールアドレス：① nousin@town.yoichi.hokkaido.jp
　　　　　　　　　　　　　　　② minsei@town.yoichi.hokkaido.jp
・ファクシミリ（ＦＡＸ番号：２１－２１４４）
・持参（受付時間：平日の午前８時４５分～午後５時１５分　①農林水産課窓口　②福祉課窓口）
・余市町公式ＬＩＮＥ（右の二次元バーコードを読み取ってください。町公式ＬＩＮＥと友だちになっている
必要があります。カメラアプリかＬＩＮＥアプリ内のカメラから読み取ってください）
　いずれかの方法で提出いただくか、次に記載の施設に備え付けの意見箱に投函してください。
資料（計画素案）の閲覧・投函場所：
　・役場庁舎　　①１階 農林水産課カウンター　　　（朝日町２６番地）
　　　　　　　　②１階 福祉課カウンター　　　　　（朝日町２６番地）
　・中央公民館　　１階 事務室前　　　　　　　　　（大川町４丁目１４３番地）
　・図書館　　　　１階 ロビー　　　　　　　　　　（入舟町４１３番地）
　・福祉センター　１階 ロビー　　　　　　　　　　（富沢町５丁目１３番地）
　・農村活性化センター　　①１階 ロビー　　 　　 （山田町５７７番地）
　・キッズルームあっぷる　①１階 ロビー　　　 　 （黒川町１７丁目１３番地８）
　・福祉センター入舟分館　②１階 事務室前　　　　（入舟町４００番地）
※資料（素案）は町ホームページからもご覧いただけます。

町が、町民の皆さんに影響を与える基本的な計画、指針、条例等を決定する前に、これらの案
を公表して、広くご意見や情報をご提供頂くことを「パブリックコメント手続」といいます。

　「障害者基本法」、「障害者総合支援法」に基づく「第７期余市町障がい者計画・障がい福祉計画」及び「児
童福祉法」に基づく「第３期余市町障がい児福祉計画」の策定を進めています。
　この計画は、令和６年度から３年間の障がい福祉施策の基本的な方向を示す「余市町障がい者計画」と、必
要な障害福祉サービスや、支援等が提供されるための実施計画として「余市町障がい福祉計画及び余市町障が
い児福祉計画」を一体的に定めるものです。

　国や道と連携しながら、町民の方々の理解の下、効果的な食育の取組の推進を目的とした「第２次余市町食
育推進計画」の策定を進めています。

②「第７期余市町障がい者計画・障がい福祉計画及び第３期余市町障がい児福祉計画（素案）」

①「第２次余市町食育推進計画（素案）」

　計画を策定するにあたり、次の計画（素案）に対する町民の皆さん（法人、地域団体、ボランティア団体な
どを含む。）からのご意見を募集します。

町道浜中入舟線（余市フィッシャリーナ付近）の一部通行止め
の解除

　問合せ　建設課 管理係　 ☎２１－２１２７

　令和４年８月９日より落石にて一部通行止めとなっていた町道浜中入舟線（余市フィッシャリーナ付近、延
長４４０ｍ）について、石狩森林管理署による急斜面の対策工事が完了し、安全性が確保できたことから、１
月１８日に通行止めを解除しましたので、お知らせします。
　皆様にはご不便をおかけしましたことを、お詫び申し上げます。
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第一生命保険株式会社と連携協定締結

　町は第一生命保険株式会社と、１月１１日に健康増進、子育て支援及び高齢者
支援等に関する連携協定を締結しました。
　この協定により、健康・子育て・介護等に関する講座への講師の派遣並びにイ
ベントのブース出展など、相互に連携・協力し、町民の健康増進、子育て及び高
齢者支援等のサービス向上に努めていきます。

　問合せ　子育て・健康推進課 健康推進係　 ☎２１－２１２２

　町内の登録介護施設などでボランティアを行うとポイントが付き、たまったポイントを換金できる「余市町
介護支援ボランティアポイント事業」の新規登録員説明会を行います。
　興味のある方はぜひ、ご参加ください。
日　時：２月２９日（木）午前１１時～１２時
会　場：福祉センター入舟分館（入舟町４００）
参加費：無料
備　考：６５歳以上の方が対象です。（要支援、要介護認定を受けられている方は除く）
　　　　登録を希望する方はその後に行われる登録員研修会への参加をお願いします。
　　　　（午後１時～福祉センター入舟分館で開催）
申込先：余市町社会福祉協議会（☎２２－３１５６）まで電話にて申込みください。
申込締切：２月２２日（木）

　問合せ　保険課 介護保険係　☎２１－２１１９

～６５歳からの生きがいづくり～
　　　　　　介護支援ボランティアをはじめませんか？

　所得税や住民税の申告の際、次の要件を満たしている場合、それぞれ控除を受けることができます。
〇障害者控除について
・身体障害者手帳や療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方
・上記の手帳をお持ちではない方：
　身体状況等が一定の要件（※１）に該当する方も、町が発行する「障害者控除対象者認定書」の交付により
　「障害者控除」の対象となります。

　問合せ　保険課 介護認定係　☎２１－２１１９

要介護認定を受けている方の税の申告
　　　　　　　　　　　　～障害者控除と医療費控除～

（※１）身体状況等の一定の要件：
要介護認定申請の際に提出された主治医意見書の記載内容で、身体障害者または知的障害者の障害程度の判定
基準と同程度の障害高齢者または認知症高齢者の日常生活自立度の状態が確認できること。

〇おむつ代医療費控除について
・初めての方：主治医発行の 「おむつ使用証明書」 の交付により、受けることができます。
・２年目以降：身体状況等が一定の要件（※２）に該当する方のみ、 町が発行する「おむつ代医療費控除に係
　　　　　　　る確認書」の交付により、対象となります。

（※２）身体状況等の一定の要件：
要介護認定申請の際に提出された主治医意見書に“寝たきり状態”かつ“おむつを要する状態” の記載が確認
できること。

　手続きには、保険課に申請が必要です。必要書類等ご不明な点は問合せください。
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   バンキシャ野添隊員が行く！ 第７回 
～地域おこし協力隊コーナー～

協力隊活動で撮影した写真ベスト３  ～其の１～

　問合せ　政策推進課 広報統計係　 ☎２１－２１１７

　広報業務支援員の野添博雅隊員が地域おこし協力隊の視点で余市町の魅力を伝えるコーナーです。

　とあるワイナリーの方から「ブドウの花が咲いて
るから写真撮りに来たら」と誘われたことがきっか
けで行くようになったブドウ畑の写真です。夏が過
ぎ秋の収穫が終わって雪が降るまで、毎月のように
通いました。去年一番多く撮

▲白く見えるのがブドウの花

影した場所の、最初の１枚と
して大切な写真でもありま
す。カラーで見るとブドウの
葉の緑と青空のヌケ感、さわ
やかな夏を感じる１枚です。

　協力隊員の任務のひとつとして「余市町の写真撮影」があります。私が着任した去年６月から今ま
でに撮りためた写真の中からベスト３を紹介します。印刷の都合でモノクロ写真となっていますが、
町ホームページにアップされた広報誌ではカラーで見られます。ぜひ、ご覧ください。

第３位　「初夏のブドウ畑」（登町・令和５年７月２日撮影）

　ベスト３を紹介するつもりが誌幅が足りず、３位の写真しか取り上げられませんでした。
１位と２位も素敵な写真です。発表まで、もうしばらくお待ちください。（次号に続く）

　問合せ　札幌管区気象台 地震火山課　 ☎０１１－６１１－６１２５

　冬に大地震が起こると、雪や寒さなどへの対応も必要になります。次の点に注意して、日頃か
ら備えておきましょう。
１．雪に対する備え
　地震の揺れで、屋根からの落雪や雪崩の恐れがあります。また、雪道は歩きづらく避難に時間
がかかります。安全な避難路を見つけておきましょう。
２．火災に対する備え
　冬は暖房器具による地震時の火災リスクが高まります。暖房器具の転倒や周囲への引火に十分
注意してください。また、停電時に避難する際はブレーカーを落とし、ガスの元栓を閉めましょう。
３．寒さへの備え
　電気やガスが止まったときに備えて、ポータブルストーブや使い捨てカイロなどがあると安心
です。また、避難するときのために防寒着や防寒グッズを準備しておきましょう。

冬の大地震に備えて

※地域おこし協力隊のインスタグラムが始まりました！ユーザーネーム：yoichi_kyouryokutai
　野添隊員も写真を投稿中！今後、各隊員の活動等を発信していく予定です。フォロー大歓迎！

➡
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補正予算の状況（第５号）

　令和５年余市町議会第４回定例会において可決されました令和５年度一般会計補正予算（第５号）の概要を
お知らせします。

　令和５年度一般会計補正予算（第５号）では、寄附に伴う各基金への積立金や、国の補正予算に伴う物価高
騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施する各種事業の追加、支給決定者の増加に伴う障害福祉
サービス費等給付費など、7億 4,251 万 6 千円を増額し、補正後の予算は 112 億 7,470 万 1 千円となりました。

令和５年度一般会計補正予算（第５号）の概要

●寄附に伴う各基金への積立金　　 1億9,199万7千円
（社会福祉施設等建設基金、ふるさと応援寄附金基
金、図書整備基金）
●ふるさと納税取扱業務関連経費　　　1億1,127万円
●高齢者世帯等物価高騰対策助成金事業費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　744万3千円
●学校給食費保護者負担軽減助成金　　1,164万2千円
●低所得世帯緊急支援給付金事業費 2億4,657万7千円
●子育て世帯物価高騰生活支援給付金事業費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,167万2千円

●税基幹システム改修委託料　　　　　　259万6千円
●障害者福祉システム改修委託料　　　　101万2千円
●障害福祉サービス費等給付費　　　　6,448万5千円
●余市協会病院救急医療体制維持補助金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,854万8千円
●一般廃棄物処理基本計画変更業務委託料　 242万円
●農業次世代人材投資資金交付金　　　　694万8千円
●余市町中小企業振興事業補助金　　　1,017万3千円
●住宅取得等支援補助金　　　　　　　　282万1千円
●各公共施設燃料費及び光熱水費　　　　708万8千円

　問合せ　財政課 財政係　☎ ２１－２１１４

主な歳出の補正内容（第５号）

令和６年度から森林環境税（国税）の課税が始まります

　問合せ　税務課 住民税係　☎２１－２１１５

　森林環境税は、森林の有する公益的機能の維持増進の重要性を考慮し、森林整備やその促進のための施策の
財源として創設された国税です。
　令和６年度から、国内に住所を有する個人に対し、一人年額１，０００円を個人の町道民税均等割と併せて
市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が国からの「森林環境譲与税」として都道府県・市町村
に譲与されます。
〇町道民税均等割と森林環境税の内訳（均等割が課税されている場合）
　森林環境税は均等割の枠組みで課税されるため、町道民税均等割が課税されている方の負担は変わりません。

〇森林環境税が課税されない人（非課税基準）
　森林環境税は国税であることから、町道民税均等割の非課税基準とは若干異なり、次のとおりとなります。
このため所得金額によっては、均等割が課税されない方でも森林環境税が課税される場合がありますのでご留
意ください。

※生活保護法による生活扶助を受けている方は、森林環境税、町道民税均等割とも非課税となります。
※扶養親族には同一生計配偶者を含みます。



　所得税及び復興特別所得税の納期限は、３月１５日（金）です。次のいずれかの方法で、納付してください。
　キャッシュレス納付を利用すれば、確定申告期等の窓口が混雑する時期に、金融機関や税務署に出向くこと
なく、自宅や事務所で納付ができます。
　手続等の詳しい情報は、国税庁のホームページをご覧ください。
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　問合せ　余市税務署　☎２２－２０９３

国税の納付はキャッシュレス納付が便利です！

高齢者世帯等物価高騰対策助成事業

　エネルギー・食料品等の物価高騰の影響による生活支援のため、独居高齢者世帯、重度障がい者世帯及びひ
とり親世帯の低所得世帯を対象として灯油、ガスや食料品等の購入費の一部を助成します。
助成金額：１世帯につき１万円（口座振込）
受付期間：２月２９日（木）まで
受付場所：役場１階物価高騰対策助成受付窓口（正面玄関右側）
　対象世帯、申請書類等の詳細は、町ホームページ、または広報１月号でご確認ください。

　問合せ　福祉課 福祉係　☎２１－２１２０

「国税の納付手続（納期限・振替日・納付方法）」→

振替納税 振替日（令和６年４月２３日（火））に指定の金融機関の預貯金口座から自動的に引
き落とされます。事前に預貯金残高をご確認ください。 

ダイレクト納付
（e-Tax による

口座振替）

事前に税務署へ e-Tax の利用開始手続を行った上、税務署又は利用される金融機関に
専用の届出書を提出していただくことで、納税者ご自身名義の預貯金口座から即時又
は指定した期日に口座引落しにより納付できます。

インターネット
バンキング等 納付情報を登録することで、インターネットバンキングやＡＴＭなどで納付できます。

クレジットカード納付 スマートフォンやご自宅等のパソコンなどで、専用のＷｅｂサイトから納付できます。

スマホアプリ納付 決済専用Ｗｅｂサイト（スマートフォン専用）において、スマホアプリ決済（○○
Pay 等）を利用して納付ができます。

ＱＲコードによる
コンビニエンスストア

納付

ご自宅などで、国税庁ホームページで提供する作成システム等から納付に必要な情報
をＱＲコードとして作成（印刷）し、コンビニエンスストアで納付できます。
※納付できる金額は３０万円以下となります。
　　　　　　　　　　　　  （ＱＲコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。）

窓口納付 現金に納付書を添えて、納期限までに金融機関（歳入代理店）又は所轄税務署で納付
できます。

〇 e-Tax のメリット！
・税務署に行かずに自宅から申告
・生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書などの添付書類は、記載内容を入力、送信すれば提出や提示
　が不要
　※法定申告期限等から５年間、税務署から書類の提出や提示を求められることがあります。
・自宅から e-Tax で提出された還付申告は、３週間程度で還付
・確定申告期間中は、２４時間いつでも利用可能
　※メンテナンス時間を除きます。

（注）源泉徴収票の提出又は提示は不要です。
　　 医療費の領収書の提出又は提示は不要です。
     （代わりに、医療費控除の明細書の提出が必要です。）

↑
　　　詳しくは確定申告特集ページで！

所得税などの申告は、e-Tax をご利用ください！



教室名 日　時・内　容 定員
ジェルグラス教室
⑤～⑥

⑤３日（土）、⑥４日（日） ガラス細工、貝ガラ、ビー玉等でジェルグラスを作る
　※グラスや材料等を持参してください　　　　　　　　　　 ≪午後１時～（６０分）≫

各
１０人

キャンドル教室③
１１日（日） 世界にひとつだけのオリジナルキャンドルを作る

≪午後１時～（１２０分）≫
１０人

余市宇宙記念館からのお知らせ

※詳細は（☎２１－２２００）に問合せいただくか
　余市宇宙記念館ホームページ（https://www.spacedome.jp）をご覧ください

◀ホームページをご覧
　いただけます。

　宇宙記念館は、４月１９日（金）まで
展示施設の観覧を休止しています。
　なお、冬期間は教室や講座など各種事
業を開催します。
　詳しくはその都度ご案内します。

観覧について

　２月のおもしろ宇宙教室 現在受付中

※小学生以上が対象です。おもしろ宇宙教室の参加には入館料はかかりません。
※申込みは、各教室の１か月前から電話で受付します。
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○冬期間の宇宙記念館運営について
施設の利用について

　冬期間は宇宙記念館を有効に活用していただくため、多目的シア
ターや会議室などの各施設を利用できますので、各種催しや会議等
にご利用ください（有料）。
※詳しくはホームページをご覧ください。
＜利用実績＞
コンサート、映画上映、講演会、イベント、特産品販売会、会議等

年金に関するお知らせ

　問合せ　福祉課 福祉係　 ☎２１－２１２０　　小樽年金事務所国民年金課 　 ☎０１３４－３３－５０２６

　年金を受けている方が受取口座を変更するときは、次のとおり届出が必要です。

　新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例措置として、
令和４年度分（～令和５年６月分）までの国民年金保険料の特例免除申請受付手続きを行っています。詳細に
つきましては次の連絡先まで問合せください。

〇年金受給者の方へ

変更理由 必要な届出 必要書類等

受取口座を変えるとき 受取機関変更届  ・年金証書など基礎年金番号（または個人番号）がわかるもの
 ・受け取りを希望する口座の預金通帳　

※受取機関のうち、貯蓄預金口座および一部のネット銀行では年金の受け取りができませんので、届出の前に
　ご相談ください。
※受取機関の変更は、日本年金機構において１か月程度時間を要するため、申請時期によっては変更前の口座
　に入金されることがありますのでご注意ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

公の施設の指定管理者を指定しました

　問合せ　商工観光課 商工労政係　 ☎２１－２１２５

〇指定管理者制度とは
　町民の皆さんが利用する「公の施設」の管理・運営に、民間企業等が持つノウハウを活用し、サービスの向
上や経費の節減を図ることを目的に設けられた制度です。
〇施設の名称および指定管理者
　今回指定された施設名と指定管理者は次のとおりです。

施設名 指定管理者 指定期間 所管課
余市町観光物産センター

（エルラプラザ）
☎２２－１５１５

一般社団法人　余市観光協会
☎２２－４１１５

令和６年４月１日
～

令和９年３月３１日
総合政策部商工観光課

☎２１－２１２５
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☀☁☀余市町でおこったこんな話☁☂☁

　少子高齢化が進んでいると報道されています。令和
３２（２０５０）年の北海道の人口は、令和２年の約
５２２万人から２７％ほど減少して３８２万人ほどと
なる予想が発表されました（国立社会保障・人口問題
研究所公表の将来推計人口）。
　余市町の人口は令和３２年に９,５６９人になると
同調査では予想しています。
　江戸時代の終わり頃、安政年間（１８５４～
１８５９）のヨイチ場所の人口は１,９９４人でし
た（アイヌ民族と和人の永住と出稼ぎをあわせた人
口）。明治時代になると内陸部への入植者によって人
口はだんだんと増えます。
　明治３３（１９００）年、北海道一級町村制が
施行されて道内には１５の町村が生まれ、その中
に余市町もありました。この年の余市町の人口は
１万２,５９６人。人口は明治の後半から大正にかけ
て増えて、大正９（１９２０）年に１万６,８０９人
となり、２０年間で４,０００人ほどの増加が見られ
ました。
　余市町で最も人口が多かったのは、昭和３５
（１９６０）年で、２万８,６５９人（男性1
万４,０３７人、女性１万４,６２２人）、６,０５４
世帯でした。この年に行われた国勢調査結果で示され
た産業別人口（１５歳以上、男女別）は次の通りで、
農業に従事する人が最も多いという結果になりまし
た。
①　農業３,２６０人（男1,488人、女1,772人）
②　卸小売業２,３７１人（男1,378人、女993人）
③　サービス業１,４７１人（男875人、女596人）
④　建設業９４１人（男856人、女85人）
⑤　漁業水産養殖８３７人（男673人、女164人）
⑥　鉱業８０３人（男729人、女74人）
⑦　製造業７０７人（男516人、女191人）
⑧　運輸通信業５４２人（男462人、女80人）
⑨　公務員２６３人（男227人、女36人）
⑩　林業及び狩猟業１６７人（男154人、女13人）
　人口は昭和５５年にいったん増加したもののその後
は減少に転じました。昭和時代の減少の原因は昭和

３８年の余市鉱山（湯内抗）の閉山や、平成２年の大
規模製造業者の町外工場への生産ライン移転が挙げら
れています。
　増加の原因は、昭和４０年の北星学園余市高等学校
の開校、昭和４７年の海上自衛隊余市防備隊の開隊、
平成３年の北海道余市養護学校の開校、平成４年の大
型店舗の出店による雇用の増加がありました（『余市
町人口ビジョン（令和２年改訂版）』）。
　昭和３０年代中頃のまちの賑わいを広報からひろっ
てみます。
　昭和３６年８月の広報よいちの８月臨時号の表紙に
は「特集　建設の歩み」の見出しが見えます。記事で
は「国、道、町費により道路や学校、港湾などの改
修、建築工事もいまがたけなわとなってまいりまし
た。あの橋、この道路も、そして学校も私達の生活や
産業になくてはならない大切な公共施設で町の発展の
ために必要なものばかりです」とあります。
　同号の「都市化した黒川町銀座街」では、車道と歩
道の舗装工事が完了したこと、水銀灯による「スマー
ト」な街路灯が４１基設置されたことが紹介されてい
ます。
　８月２７日には総合グランドを会場にして町民大運
動会が行われました。１００ｍ競争は小学生、一般、
女子学生など世代ごとに分かれ、うさぎ跳びは４５歳
以上５０歳まで、暗算競争は小学生、猫袋競争（？）
は中学生、ビン釣り競技は区会長または副区会長によ
る競技でした。
　総合優勝は豊丘鉱山区会、準優勝は豊浜鉱山区会、
三位は黒川第四区会でした。仮装競技は運動会とは別
採点で行われ、優勝は「世界の平和を守る」の仮装を
した入舟第二区会、準優勝は「仮装よされ踊り」の入
舟第一区会でした。　
　区会対抗野球大会の地区予選が、大川、黒川、中
央、西部の４ブロックに分かれて９月５日から行われ
ることのお知らせも見えます。
　町内のみなさんが参加して、盛り上がる行事が行わ
れていました。

　余市町の埋もれた歴史等を紹介し、改めて余市町を再認識するコーナーです。

～その234～『人口』

１２月１日～１２月３１日の本町の空間放射線量率は「平常レベル」でした。
（最高値：４５ｎＧｙ /ｈ、最低値：３０ｎＧｙ /ｈ、平均値：３６ｎＧｙ /ｈ）※平常時は１０～６０ ｎＧｙ / ｈ程度

余 市 町 の 空 間
放 射 線 量 率



問合せ　子育て・健康推進課
　　　　☎２１－２１２２

 

ストレス反応について
　年末年始が過ぎ、新年度に向けて仕事や新生活の準備などで、少しずつ忙しくなってきた方が多いのではな
いでしょうか。日々の生活に追われ、気付かないうちに無理をしてしまうことも少なくありません。
　ストレスは知らないうちに溜まっていき、『警告期』、『抵抗期』、『疲憊（ひはい）期』という３つの段階を経て、
心身に様々な影響を及ぼします。心身への影響は人それぞれですが、自分に現れやすい反応を知っておくこと
で、「心に負担がかかっているな」と早めに気付くことができます。
　自分の心の危険信号に早期の段階で気付き、ストレスを長引かせないようにコントロールすることや休養・
睡眠などによって対処することで、心の健康を保ち、病気を予防することが大切です。
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「疲れた」「調子が悪い」など心身から危険信号が出る時期

【ストレス段階を知りましょう】

第１段階　警告期

・血圧が上がったり、下がったりする　 ・頭痛
・目の疲れ、肩がこる　　　　　　　　 ・イライラする
・ミスが増える　

イライラする

「いつもと違うな」と感じたら
それは心の危険信号です。
症状が軽く見過ごしやすいで
すが、この段階での“気付き”
が大切です。

⇩

ストレスに対して反発、抵抗する時期
第２段階　抵抗期

・疲労感が興奮に変わったり、逆に脱力感に陥る
・心身が常に緊張状態になる
・仕事を抱え込んだり、休まなくなる

遅くてもこの段階で体調を
整えることが大切です。
たっぷりと睡眠をとり、
心身の疲れをとりましょう。

⇩

疲れ切って病気に移行する時期
第３段階　疲憊（ひはい）期

・集中力がなくなり、物忘れがひどくなる
・何もかもおっくうになり、やる気がなくなる

無気力、食欲不振、不眠など
日常生活に支障が出ます。
専門医への受診が必要です。

⇩
それ以上放っておくと・・・
ストレス性潰瘍やうつ病、睡眠障害などの病気を発症する危険性があります。
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健康と暮らしの情報（２月号）
子育て情報

休日当番医

　問合せ　子育て・健康推進課　☎２１－２１２２

健康づくり情報

その他の生活情報
事　業　名 実　施　日 時　　　間 会　　　場 備　　　考

心 配 ご と 相 談 ７日（水）、２１日（水） 13:00 ～ 16:00

福祉センター入舟分館

（問合せ）
社会福祉協議会　
　☎２２ー３１５６
※法律相談は事前申込
　み必要

無 料 法 律 相 談
（予約制）

１３日（火） 13:30 ～ 14:30

２０日（火） 15:00 ～ 17:00 余市商工会議所
※事前申込み必要
余市商工会議所
　☎２３ー２１１６

２１日（水） 13:00 ～ 16:00 中央公民館 203 号室
※事前申込み必要
役場総務課
　☎２１ー２１１１

※ 福祉センター本館（富沢町５丁目）、福祉センター入舟分館（入舟町）、中央公民館（大川町４丁目）、
　 倶知安保健所余市支所（朝日町）、 余市商工会議所（黒川町３丁目）

事　業　名 実　施　日 時　　　　間 会　　　　場 備　　　　考

認知症の介護相談 １９日（月） 13：30 ～ 15：00   福祉センター入舟分館（問合せ）社会福祉協議会内
　☎２２－３１５６

健 康 相 談 ２１日（水） 9：00 ～ 15：00   余市町役場 １６日（金）までに申込みが必
要です。

心 の 健 康 相 談 ２２日（木） 13：30 ～ 15：30 倶知安保健所
余市支所

３日前までに申込みが必要で
す。
（申込み）倶知安保健所
　☎０１３６－２３－１９５７

当　番　日 医　療　機　関　名 電 話 番 号

2月4日（日） 脳神経外科よいち汐風クリニック 21-5566

11日（日） わたなべ内科医院 22-3989

12日（月） 北郷耳鼻咽喉科医院 23-5533

18日（日） 勝田内科皮フ科クリニック 22-3843

　23日（金） 田中内科医院 22-6125

25日（日） 勤医協余市診療所 22-2861

3月3日（日） 中島内科 22-3866

※休日当番医の診療時間は９時～１７時まで
※休日当番医は変更になることがありますの 
　で、確認してから受診してください。

事　業　名 対　象　者 実　施　日 時　　　　　間 会　　　　場

３ 歳 児 健 診 Ｒ２年９月生まれ ９日（金） 受付 11：40～ 12：00 福祉センター本館

す く す く 教 室
（ 離 乳 食 教 室 ）

Ｒ５年６月～９月生まれ
※申込みが必要です １５日（木）

10：30 ～ 13：00
※申込み状況によっては
　午前と午後に分けて開
　催する場合もあります

キッズルーム「あっぷる」
（申込み先）健康推進係
　☎２１ー２１２２

ようこそ！赤ちゃん Ｒ５年９月～１２月生まれ
※申込みが必要です ２０日（火） 13：00～ 15：00

キッズルーム「あっぷる」
（申込み先）健康推進係
　☎２１ー２１２２

こ ど も 相 談
（発育・発達・栄養など）

１６日（金）までに申込み
された方　 ２１日（水） 9：00 ～ 15：00

余市町役場
※会場まで来られない場
　合はご相談ください

１ ０ か 月 児 健 診 Ｒ５年４月生まれ ２２日（木） 受付 12：00 ～ 12：20 福祉センター本館

４ か 月 児 健 診 Ｒ５年１０月生まれ ２９日（木） 受付 12：00 ～ 12：20 福祉センター本館
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自衛官候補生、一般幹部候補生、予備
自衛官補（一般・技能）を募集しま
す。小樽地域事務所では、説明会を随
時行っています。
※応募資格等については、問合せくだ
さい。
問合せ：自衛隊札幌地方協力本部
　　　　小樽地域事務所

☎０１３４－２２－５５２１

= 募集・お知らせ =

　各種自衛官募集

総合体育館健康教室

やさしく簡単にできる健康教室に参加
して、体を動かしてリフレッシュしま
せんか。
①ボディコンディショニング
簡単な反復動作で、脚・背中・肩周り
など、全身の調子を整えます。アロマ
や健康情報も発信します。
日　時：２月１４日・２８日（水）
　　　　午後１時３０分～３時
②こころと身体を整えるヨガ
初心者向けのやさしいヨガレッスン
で、リラックスした状態での呼吸から
の動きで心・身体のバランスを整えま
す。
日　時：２月１日・８日・１５日
　　　　　　　　　　　２２日（木）
　　　　午後３時～４時３０分
③基礎代謝ＵＰトレーニング
全身運動を行い、基礎代謝を上げま
す。基礎代謝が上がっている状態で、
ゆっくりとした動作でトレーニングを
行うと脂肪燃焼の効果が上がり、効率
よく体重減少やサイズダウンが期待で
きます。
日　時：２月２日・９日・
　　　　　　　　　　　１６日（金）
　　　　午後１時３０分～３時
定　員：①～③とも各１０名
　　　（定員になり次第締め切り）
参加料（使用料含む）：

冬期リゾートなどで短期に働いている
方を対象に、春以降のお仕事を紹介す
る「しりべしジョブフェア２０２４」
を開催します。
日　時：２月１９日（月）・
　　　　　　　　　　　２０日（火）
　　　　各日午前１１時～午後４時
場　所：Niseko Adventure Centre
　　　 ２階
　　　　（倶知安町ニセコひらふ１条
　　　　　　　　　 ２丁目４番８号）
　　　　※オンラインでも面談可能
参加を希望する求職者及び事業者は、
問合せください。
問合せ：
後志総合振興局産業振興部
商工労働観光課商工労働係
しりべし「まち・ひと・しごと」
    マッチングプラン無料職業紹介所
　　　　☎０１３６－２３－１３６２

しりべしジョブフェア
２０２４開催

余市警察署からの
　　　　　お知らせ

〇違法・迷惑駐車の防止
・通行する車両や歩行者の見通しを妨
げ、交差点事故の原因となります
・緊急車両の活動を妨げ、人命救助に
重大な影響を与えます
・駐車車両の直前や直後から幼児、児
童の飛び出しによる事故の原因にもな
ります
・除排雪作業の障害となります
・『道路を車の保管場所として使用す
ること』は保管場所法違反です
道路上に長時間駐車（１２時間以上の
駐車、夜間にあっては８時間以上の駐
車）することも違反です（罰金２０万
円以下、違反点数２点）。
〇バックカントリー遭難防止
・単独行動はせず、無理のない計画を
立て、登山計画書を作成して、最寄り
の警察署等に提出しましょう

各１回　　　　　５００円（①～③）
２回セット　　　８００円（①）
３回セット　１，３００円（③）
４回セット　１，８００円（②）
その他：
・体育館窓口または電話で申込み
・健康状態（発熱・高血圧等）により
　お断りする場合があります
・動きやすい服装・運動靴、タオル、
　飲み物は各自ご用意ください
・ヨガマットをお持ちの方はご持参く
　ださい
・参加料は、その都度徴収します
・状況によっては、中止になる場合も
　あります
申込み・問合せ：
　　　総合体育館　☎２３－５２１０

後志管内で、さくらます船釣りを行う
にはライセンスの取得が必要です。
取得対象者：
遊漁船業者、プレジャーボート所有者
及び漁業者で期間中、船釣りにより「さ
くらます」を採捕（釣り）される方
申請期間：原則２月５日（月）まで
実施期間：３月１日（金）～
　　　　　　　　　　５月１５日（水）
採捕制限：日の出～日没
　　　　　１人１日１０尾以内
　　　　　（漁業者除く）
問合せ：後志管内さくらます船釣りラ
　　　　イセンス制実行協議会事務局
　　　　☎０１３４－２２－５１３３

さくらます船釣りは
ライセンス制です

広
報
よ
い
ち

告を出してみませんか？

じたいあんな事やこんな事

い話題を皆さんのもとへ

えっくしてね！

ちばんにお届けします

➡➡➡➡➡

➡
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= 募集・お知らせ =

児童館行事案内

バランスゲームで遊ぶ会
２月１８日（日）午後１時３０分～

①子育て講座「卒乳について」
日時：２月６日（火）
　　　午前１０時～１１時
講師：保健師　岡部　美咲氏

②パステルアート
日時：２月２１日（水）
　　　午前１０時～１２時
※絵はがき作成を希望の方は、はが
　きをご持参ください
　お子さん１人につき５枚まで
①・②　予約：１日（木）から
　　　　定員：１２名

④『ぐんぐんの日』
毎月１回身体測定ができます。
日時：２月８日（木）
　　　午前９時３０分～１２時
　　　午後１時～４時
持ち物：母子手帳、バスタオル

 沢町児童館（☎２３－５６７３）

対象：概ね３歳までの児童と保護者
日時：毎週月～金曜日
　　　午前９時３０分～午後４時
※１５日（木）、２０日（火）、
　　　　　　　２９日（木）はお休み

 キッズルーム「あっぷる」
（☎４８－８８５０）

 黒川児童館（☎２３－４３３８）

鬼ごっこ遊びの会
２月３日（土）　午後１時３０分～
おひなさま作りの会
２月１７日（土）午後１時３０分～
※１４日（水）までに申込み必要

③『ぴよぴよ広場』
親子で、簡単な手遊び・ふれあい遊
びを楽しみませんか？
ふれあい遊び「バスにのって」他
日時：２月１４日（水）
　　　午前１０時３０分～４５分

よいちニコニコ食堂
（こども食堂）

日　時：２月２４日（土）　
　　　　午前１１時３０分～午後１時
会　場：余市テラス
　　　　（黒川町１０丁目３番地２７）
対　象：子どもだけでなく、地域の方
　　　　どなたでも参加できます
内　容：ランチの提供
　　　　平松先生のおもしろ課外授業
申　込：電話による事前申込み
食事代：高校生まで無料
　　　　大人３００円
問合せ：よいちニコニコ食堂
　　　☎０９０－１３００－８３１４

黒川児童館は地域の子どもの憩いの場
として、長らく運営しておりましたが、
建物の老朽化、利用者の減少により、
令和６年３月３１日をもちまして閉館
となります。
皆さんには、長年にわたり当施設をご
利用いただき、誠にありがとうござい
ました。
なお、３月３１日まではこれまでどお
り利用できます。
問合せ：
子育て・健康推進課 子育て推進係
　　　　　　　　　☎２１－２１２２

黒川児童館閉館

・万全の装備と余裕ある食料、携帯電
話を持ちましょう
・入山前には気象情報やルート、雪崩
の危険性等の確認をしましょう
・スキー場の標識や注意事項を守りま
しょう
・撤退する勇気を持ちましょう
〇ＳＮＳを利用した投資詐欺に注意し
てください！
投資詐欺の被害が増えています。ＳＮ
Ｓ上の投資関連の広告等を発端とし
て、ＬＩＮＥ等のＳＮＳグループに招
待されたり、振込先が個人名義口座の
場合は詐欺の可能性が高いです。投資
したら絶対儲かるという「うまい話」
はありません。何か変だなと感じたら
一人で悩まず、警察相談専用ダイヤル

「＃９１１０」に相談してください。
問合せ：余市警察署生活安全係
　　　　　　　　　☎２２－０１１０

〇普通救命講習Ⅱ
救急隊の現場到着前に地域住民の適切
な応急手当が行われることは、傷病者
救命率の一層の向上につながります。
余市消防署では、いざという時のため
の「普通救命講習Ⅱ」を次のとおり開
催します。
日　時：２月２６日（月） 
　　　　午後１時～５時
場　所：余市消防署３階講堂
受講方法：余市消防署に来署し、受講
　　　　　申請願います。
募集人員：２８名
受付期間：２月１日（木）～１８日（日）
※定員に満たない場合は締切り後でも
受講できる場合がありますので、余市
消防署まで問合せください。
※今後の新型コロナウイルス感染症の
状況により、変更や中止となる場合が
あります。
講習内容：
心肺蘇生法（人工呼吸・胸骨圧迫）・

余市消防署からの
　　　　　お知らせ

止血法・異物除去法・ＡＥＤ（電気
ショック）の取扱い講習
〇消防署からお礼
冬期間は降雪や除雪車の排雪などで消
火栓や標識が雪に埋もれてしまう場合
があります。消防職員や消防団員によ
り除雪作業を行っておりますが、除雪
作業は手分けをしても数日かかってし
まいます。
「地域の安全は地域で守る」という基
本的な理念から、消火栓付近の除雪に
ご協力いただき感謝を申し上げます。
問合せ：余市消防署☎２３－３７１１

つどいの広場
　　　　保育所見学

日　時：２月６日（火）
　　　　　　　　　午前９時～１１時
※見学希望の方は２日（金）までに保
　育所（園）に連絡してください
・大川保育所　　　☎２３－６０１５
・中央保育所　　　☎２２－２１５９
・ほうりゅうじ保育園
　　　　　　　　　☎２２－２４０１
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“ 二十歳のつどい ” 開催！
　１月７日（日）、中央公民館大ホールにて、令和６年余市町二十歳のつどいが開催されました。
　今年の出席者１０４名は、平成１５年（２００２年）４月２日から平成１６年（２００３年）４月１日までに生
まれた方で、鮮やかな振り袖やスーツに身を包み新たな一
歩を踏み出しました。
　式では、町長から激励の言葉が贈られ、成人代表からは
感謝と決意の言葉が述べられました。
　式終了後には、中学校生活の写真や恩師からのビデオメッ
セージが流れ、なつかしさと驚きのまじった歓声があがっ
ていました。 ▲ 成人代表挨拶 ▲ スライドショー上映風景

交通安全防犯講話モルック
　後期健康・スポーツ教室「モルック」は１２月に２回
行われました。
　フィンランド発祥のモルックは、木製の棒を下手で投
げて倒れたピンの内容によっ
て得点を加算していく、どな
たでも楽しめる簡単なスポー
ツです。
　ナイスショットには参加者
皆で喜び合いました。

▲ プレー風景

　公民館後期文化教室は、１０月から１２月にかけて実
施され、書の楽しみ方（４回実施）、やさしいヨガ（５
回実施）、文化財巡り（１回実施）の３教室にたくさん
の方が受講し学習に励みました。

▲ 文化財巡り ▲ 書の楽しみ方

　１２月１４日（木）、余市警察署員を講師に迎えて、
寿大学・女性学級合同学習講座「交通安全・防犯講話」
が開催されました。
　交通安全では事故データを
もとにした歩行時の安全対策
や夜間の事故防止に効果があ
る反射材用品の活用、防犯
では特殊詐欺の手口や対策に
ついて学習しました。

▲ 受講風景

公民館文化教室

かんじきウォーキングのお知らせ
　かんじきを履き、雪の上をのびのびと歩いてみません
か。
日　時：２月１３日（火）午前１０時～１２時
場　所：ジャンプ台下
定　員：１０名　※定員になり次第締め切り
問合せ：中央公民館（☎２３ー５００１）
※かんじきをお持ちの方はご持参ください。貸出につ
　いては若干数あります。

寿大学・女性学級の皆様へ
＝今月の学習案内＝
≪寿大学第１１回学習講座≫
日　時：２月８日（木）午後１時３０分～３時
講座名：『介護予防講座』
講　師：坂本眞貴子さん（フマネット余市支部長）
≪女性学級第１０回学習講座≫
日　時：２月１９日（月）午後１時３０分～２時３０分
講座名：『歴史探訪講話』
講　師：学芸員

放課後子ども教室ボランティア
「協働活動サポーター」募集！

　小学生が放課後の時間に安全で安心して活動できる場
を確保し、遊びや学習、読書、レクリエーション、スポー
ツ等の見守りや活動の補助を行うボランティア“協働活
動サポーター”を募集しています。
実施場所：登小学校
対 象 者： 登 小学校の生徒　
実施期間：平日の放課後から帰宅時間までの間、約２時
　　　　　間～２時間３０分
　　　　　年間１４０日程度
応募要件：特別な資格は必要ありません。子どもと共に
　　　　　活動した経験がある方、継続して協力いただ
　　　　　ける方をお待ちしています
報　　償：活動時間に合わせ支給します
募集期間：３月６日（水）まで
申 込 み：中央公民館窓口に設置している登録申込書に
　　　　　必要事項を記入しご提出下さい。後日、説明
　　　　　会を行います（別途連絡）
問 合 せ：中央公民館（☎２３ー５００１）
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問合せ　図書館　☎２２ー６１４１
https://www.yoichi-lib-unet.ocn.ne.jp/
開館時間  午前10時～午後6時30分

図書館のすてきな窓

　よいち水産博物館と協力し、ゴールデンカムイに登場
するアイヌ関連の展示物を集めました。
 漫画や関連資料の特集コーナーも設けていますので、
合わせてお楽しみください。

今月の休館日　
・毎週月曜日
・２月２９日（木）※図書整理日

こどもえいがかい
　３日：魔女の宅急便
１７日：それいけ！アンパンマン
　　　　みなみの海をすくえ！

　今年度は生活に関係する絵本を読み聞かせします！
ぜひご参加ください。
日時：２月１０日・1７日（土）午前１１時～
場所：図書館１階おはなしコーナー
今月のテーマ：「おやすみなさい」

おはなしかい

①冬のあま～い手作りおかし特集
　バレンタインデー、ホワイトデーに合わせて、プレゼ
ントにも、自分用のご褒美にもピッタリな甘いお菓子の
レシピを集めました。本格的なものから、初心者でもで
きそうな簡単なレシピまで、たくさんの本を置いていま
す！
②あたたか～いごはん特集
　冬といえば・・・鍋？シチュー？あたたかいご飯のレ
シピを集めてみました。ぜひ借りてみてください！

今月の特集コーナー

今月の展示ケース
　木曜映画会は毎週木曜日、こどもえいがかいは第１・
第３土曜日で、どちらも午後２時からの上映です。
　１日：秋刀魚の味（邦画）　
　８日：ティファニーで朝食を（洋画）
１５日：ハチ公物語（邦画）
２２日：旅立ちの時（洋画）

木曜映画会

資料紹介「イモガイ状土製品」
　このぐるぐる渦巻模様のものは、余市町で見つかった「イモガイ状土製品

（内面渦巻状土製品）」と呼ばれる縄文時代の装飾品です。一見ただの渦巻模
様に思えますが、実は縄文人の強い憧れによって生み出されたものなのです。
　この渦巻きデザインのモデルはイモガイと呼ばれる円錐形の巻貝で、千葉
県の房総半島から南の暖かい海に広く分布します。　　
　イモガイの平らな殻頂部の面には渦巻があり、この殻頂部を切り取った渦
巻き中央部に孔を開けた装飾品が最北の島、礼文島の船泊遺跡で見つかって
います。しかし、暖かい地域にしか生息しないイモガイは、東北や北海道の
人にとって大変貴重で、それを材料とした装飾品は憧れの存在だったようで
す。
　そのため「欲しい！けど手に入らない！作っちゃえ！！」とイモガイ装飾
品に似せた土製品や石製品が生まれたと考えられます。
　本物のイモガイと比べるとどうでしょうか？なんとなく、イモガイの雰囲
気は出ているように思いませんか？

博 物 館 文 化 財 ニ ュ ー ス ＜冬期閉館中＞
問合せ　博物館 ☎２２－６１８７
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 令和５年１２月３１日現在
人　口　17,216 人    （－  17）
男　性 　  7,992 人　　（－   5）
女　性　  9,224 人　　（－  12）
世帯数　 9,534 世帯　（－　11）

転　入　  68 人
転　出　  58 人
出　生　   6 人
死　亡　  33 人

●異動の内訳●

※カッコ（  ）内の数字は前月比
　令和２年国勢調査（確定値）
　人　口　18,000 人　世帯数　8,283 世帯　

【税務課からのお知らせ】ご寄附に感謝

　問合せ　税務課 納税係　☎２１－２１１６

日時：２月　７日（水）午後５時３０分～７時
　　　２月２１日（水）午後５時３０分～７時
場所：税務課(役場1階窓口)
　　　※事前予約制

夜間納税相談窓口をご利用ください！

　令和５年度の町税の納期は、２月の国民健康保険税
第８期をもって終了します（随期分を除く）。
　納め忘れのある方は、至急納付していただきますよ
うお願いします。　　
　紛失などでお手元に納付書がない方については、再
発行しますのでご連絡ください。
※ここでいう「町税」とは、町道民税、固定資産税、
　軽自動車税種別割、国民健康保険税のことです。

令和５年度の町税について

国民健康保険税　８期 ２月２６日（月）

納期限～今月の税～

納付・相談はお早めに！
　町税は、道路・公園の整備、教育、子育て支援、各
種福祉サービスなど、皆さんの暮らしを支える町の大
切な財源に充てられています。
　また、未納となっている町税を放置することは、納
期内に納付している方との公平性を欠くことになりま
す。
　納付や連絡・相談がない場合は、財産等の
調査や、差押を行う場合があります。町税に
未納がある方につきましては至急、納付して
いただきますようお願いします。
　納付のご相談等ありましたら、ご連絡ください。
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（順不同、敬称略、金額や氏名など寄附者の希望に
　より掲載をしない場合があります。）
○余市町まち・ひと・しごと創生推進プロジェクト
　応援寄附金として
・北新マテリアル株式会社　
　代表取締役社長　長瀬　真一郎

一金　１００，０００円
・株式会社カーヴ・ド・リラックス　
　代表取締役　笠原　潤平
　　　　　　　　　　　　一金　２００，０００円
○行事用テントとして
・余市ライオンズクラブ　会長　中澤　優子

集会用テント一式（１８万円相当）

　町では、申請から手数料の支払いまで町公式ＬＩＮ
Ｅ上で完了する申請窓口を提供しています。
　申請はリッチメニューの「申請」ボタ
ンをタップいただくと手続きを開始する
ことができます。

町公式ＬＩＮＥで各種申請が
できます！

　問合せ　子育て・健康推進課 子育て推進係
　　　　　☎２１－２１２２

友だち追加はコチラから→

　本町では、２月下旬に町税を納付されていない方に
対し、催告書を送付します。届いた方につきましては
内容を確認し、指定期限までに必ず完納するようお願
いします。

町税が未納の方へ催告書を送付します
　令和５年度子育て世帯に対する給付金（低所得・ひ
とり親世帯）の申請期限が迫ってきています。支給要
件を確認のうえ、該当となる方（原則、物価高騰の影
響を受けて家計急変した子育て世帯のみ）は、お早め
に申請をお願いします。
　給付金の制度詳細や申請書等については、町ホーム
ページに記載していますが、ご不明点等があれば、問
合せください。

令和５年度子育て世帯（低所得・
ひとり親世帯）に対する給付金

申請手続
申請書類を子育て・健康推進課に窓
口提出または郵送（消印有効）にて
申請してください。

申請期限 ２月２９日（木）まで

←詳しくはコチラから！


